
8－広報つくばみらい７月号（No.40）－

　７月31日現在を基準日として、満65歳

以上の高齢者を在宅で介護している家族

の方のうち、次のすべての要件に該当する

場合、申請をすると介護慰労金（10万円）

が支給されます。

▼支給要件

・介護者および被介護者が市内に居住して

　いること

・基準日より過去１年間、要介護４または５

　と認定されている方

・基準日より過去１年間、介護保険サービ

　スを利用していない方（１週間までのシ

　ョートステイの利用を除く）

・介護者および被介護者が市民税非課税世

　帯であること

▼申請期間＝８月３日㈪～ 31日㈪（土日
　を除く）
　　　   伊奈庁舎介護福祉課
　            ☎58‐２１１１（内線1174）

市
の
条
例
案
に
あ
な
た
の
ご
意
見
を
！

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

が
、
意
見
を
提
出
で
き
ま
す
。

・
市
内
に
住
所
が
あ
る
方

・
市
内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
が

　

あ
る
方

・
市
内
の
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
に

　

勤
務
し
て
い
る
方

・
市
内
の
学
校
に
在
籍
し
て
い
る
方

市
ラ
ブ
ホ
テ
ル
建
築
等
規
制
条
例(

案)

に
関
す
る
意
見
募
集

　
市
で
は
、
市
民
の
良
好
な
生
活
環
境
の
保
全
お
よ
び
青
少
年
の
健
全
な

育
成
を
図
る
た
め
、「
つ
く
ば
み
ら
い
市
ラ
ブ
ホ
テ
ル
建
築
等
規
制
条
例
」

の
制
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
今
回
、
こ
の
条
例
の
制
定
に
当
た
っ
て
、
条
例
案
に
対
す
る
ご
意
見
を

募
集
し
ま
す
。

【
意
見
を
提
出
で
き
る
方
】

【
意
見
募
集
期
間
】

【
条
例(

案)

の
閲
覧
】

【
意
見
の
提
出
方
法
】

　

意
見
を
募
集
す
る
期
間

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

７
月
21
日
㈫
～
８
月
14

日
㈮

　

本
条
例(

案
は
、
次
の

場
所
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。

・
伊
奈
庁
舎　

市
民
窓
口
課

・
谷
和
原
庁
舎　

都
市
計
画
課

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w
.city.tsukubam

irai.lg.jp/

　

閲
覧
場
所
に
設
置
し
て
あ
る
意
見

提
出
用
紙
を
都
市
計
画
課
ま
で
郵

送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
も
し
く
は
電
子

　

市
で
は
、「
療
育
教
室
」
の
お
手
伝

い
を
し
て
く
だ
さ
る
ス
タ
ッ
フ
を
募

集
し
て
い
ま
す
。　

こ
の
教
室
は
、

発
達
に
不
安
の
あ
る
就
学
前
の
お
子

さ
ん
と
保
護
者
の
方
の
子
育
て
を
支

メ
ー
ル
で
提
出
、
ま
た
は
閲
覧
場
所

へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

つ
く
ば
み
ら
い
市
役
所
谷
和
原

庁
舎
都
市
計
画
課
（
〒
３
０
０
‐

２
４
９
２　

つ
く
ば
み
ら
い
市
加
藤

２
３
７
）　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内

線
８
１
６
１
）
FAX 

52
‐
６
０
２
４

Ｅ

メ

ー

ル　

 tosikei01@
city.

tsukubam
irai.lg.jp

・
市
に
対
し
て
納
税
義
務

　

が
あ
る
方

・
本
条
例
案
に
利
害
関
係

　

を
有
す
る
方

在宅介護慰労金を支給します

「
療
育
教
室
」
ス
タ
ッ
フ
募
集
！

援
す
る
も
の
で
、
10
月
ご
ろ
か

ら
伊
奈
保
健
セ
ン
タ
ー
を
会
場

に
、
週
１
回
の
ペ
ー
ス
で
実
施

し
て
い
く
予
定
で
す
。

　

子
ど
も
の
発
達
や
支
援
に
関
心
が

あ
り
、
こ
の
教
室
に
興
味
を
お
持
ち

の
方
（
特
に
、
保
育
士
の
資
格
を
お

持
ち
の
方
）
は
、
お
気
軽
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

  

伊
奈
庁
舎
社
会

福
祉
課　

☎
58
‐

２
１
１
１
（
内
線

１
１
５
３
～
４
）

個性と能力を生かす社会へ
～男女共同参画コラム～ 【 

子
育
て
は
〝
命
〟
を
育
て
る
大
切
な
こ
と
】

　

少
子
高
齢
化
が
進

み
、
労
働
力
人
口
が

減
少
す
る
中
、
女
性

の
能
力
の
活
用
が
求

め
ら
れ
、
ま
た
、
女

性
の
自
立
の
た
め
の

社
会
進
出
も
重
要
と

考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
男
女

と
も
に
働
き
な
が
ら

安
心
し
て
子
育
て
で

き
る
社
会
環
境
が
必

要
不
可
欠
で
す
。

　

働
き
な
が
ら
の
子

育
て
、
こ
れ
に
は
、

男
性
も
女
性
も
働
き

方
を
変
え
て
い
く
必

要
が
あ
り
、
企
業
側

も
優
秀
な
人
材
を
確

保
す
る
た
め
に
、
働

Vol.2

き
方
を
見
直
し
た
り
、
子
育
て
に
や

さ
し
い
企
業
に
変
わ
っ
て
い
く
必
要

が
あ
り
、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
企
業

が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

男
性
も
女
性
も
、
仕
事
に
責
任
を

負
っ
て
い
る
よ
う
に
、
家
庭
で
も
家

事
や
育
児
に
責
任
が
あ
り
ま
す
。
特

に
、
育
児
は
人
間
の
命
を
育
て
る
、

こ
れ
か
ら
の
未
来
を
託
す
人
材
を
育

て
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の

で
す
。

　

そ
し
て
、
育
児
は
「
育
自
」
と
言

わ
れ
、
育
児
を
す
る
こ
と
で
自
分
自

身
も
人
間
的
に
成
長
で
き
る
と
い
う

大
き
な
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

す
で
に
パ
パ
や
マ
マ
に
な
っ
て
い

る
方
も
、
こ
れ
か
ら
パ
パ
や
マ
マ
に

な
る
方
も
、
家
庭
で
の
責
任
と
子
育

て
の
喜
び
の
両
方
を
分
か
ち
合
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
。　

申

問

問




